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２０２６春闘における妥結事項に則り、４月１日より制度の改正が行われる

ことになりました。そのうち、「育児休職・介護休職取得に伴う評価累積ポイン

トの見直し」と、「独身者に対する帰省旅費の支給回数増加」についてごお知ら

せします！ 
 

 

 

● 育児休職・介護休職取得に伴う評価累積ポイント減の見直し 

育児休職・介護休職を取得した場合は、評価ポイントが減らされてし

まう（例：Ｓ、ＡＡ、Ａ評価だと半減）。 
これまでは 

育児休職・介護休職の取得期間が３ヵ月未満
の場合は、従来通りの評価ポイントを付与。 ４／１～ 

● 独身者（２８歳まで）に対する帰省旅費の支給回数増加 

年間で４回を期限として支給する。（四半期に１回） これまでは 

 

年間で６回までを期限として支給する。 

（四半期及び月内の使用回数制限なし） 

２９歳に到達した年度まで使用範囲拡大!! 
４／１～ 


